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令和5 年５月 

ハローワーク渋谷 

スクールコーナー 

  

高卒求人選考日程については統一ルールがあります 
 

 全国統一ルールのほか、「東京都高等学校就職問題検討会議」の申し合わせ事項により決められたルールがありま  

す。ルールを遵守し公正な採用選考活動を行ってください。 

 生徒の応募は、学校推薦方式で行っております。募集・応募に関する連絡窓口はすべて生徒の在籍する高等学校

進路教諭となります。生徒本人（保護者を含む）からの連絡等の場合は、学校の進路担当教諭へ連絡するようご説

明ください。 

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規学校卒業者に対する採用内定取消は、対象となった生徒本人並びに家族に大きな打撃と失望を与

えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題

です。 

新規学校卒業予定者の採用をお考えの事業主の皆様には、このような趣旨等をご理解いただき、適正な

採用計画のもと募集・採用活動を進めていただくとともに、採用内定取り消しが行われることがないよう

にお願いします。 

採用内定取消・入職繰下げを行おうとする場合は、あらかじめハローワーク等へ事前に通知することが

法令で定められております。まずは、ハローワーク渋谷スクールコーナーへご連絡ください。 

令和 5 年度版 

求人申込受付

求人票返戻・公開、職場見学
令和5年7月1日は土曜日でハローワーク閉庁日のため
返戻は7月3日月曜日以降となります。

応募開始

選考開始
採用内定

６月１日 

７月３日 

９月５日 

９月 16 日  

令和 6 年 3 月卒業予定者選考スケジュール 

新規学校卒業者の採用内定取消・入職繰下げの防止 
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6 月 1 日 求人申込受開始 

「適切な採用計画に基づき『高卒採用』人数をお申し込みください」 

中卒・大卒・中途採用枠と併用し求人数を設定することはできません。 

求人は原則、来年６月30 日までの公開となり、求人数に達した場合のみ当該求人を取り消すことが

できます。 

当初の求人数からの募集人員削減・募集中止・内定取消等は生徒の進路に重大な影響を与えますので

十分にご留意願います。 

 

7 月３日 求人票返戻・求人公開・職場見学開始 

  「ハローワーク渋谷の受付印を押印した求人票を返戻いたします」 

    本年は7 月1 日が土曜日でハローワーク閉庁日のため7 月3 日より返戻いたします。 

学校へ送付する求人票(学校訪問等の場合を含む)もハローワーク渋谷の受付印押印の求人票が必要

です。 

推薦依頼校を限定している場合以外は、基本的に高卒就職情報WEB サービスで全国の高校に公開と

なります。 

また、自社にホームページで高校生採用情報を掲載される場合は、返戻する求人票に記載の求人番号

の記載が必要です。加えてハローワークで受け付けた求人票に記載されている内容と異なる求人条件

等を掲載することはできませんのでご留意ください。 

   「応募開始の前に、職場見学の受け入れにご協力ください」 

職業や職場への理解を深めるため、学校より職場見学の申込がありましたら日程調整等受入体制の

調整をお願いします。 

なお、職場見学は採用選考の場ではありません。「職場見学のお願い」「職場見学確認書」以外の書

類提出を求めることは厳禁です。職場見学の際個人が特定できる形での受付方法や、先輩との懇談の

場で個人情報に接触する質問等を行った事業所の例が報告されています。ご注意ください。 

 

 9 月 5 日 応募開始    

   「応募を希望する生徒の在籍する高校より応募書類（履歴書、調査書）が送付されます」 

応募書類は全国高等学校統一様式です。この2 種類の応募書類以外を求めることはできません。 

   「面接日等の連絡を学校へ行ってください」 

オンライン面接の場合は、学校で学校の機材を使用して行うことが原則です。本人の自宅で本人の端

末を使用して行うことがないよう、日時指定の際は学校側と十分な調整を行ってください。 

 

9 月 16 日 選考開始・採用内定 

  「書類選考のみではなく必ず面接選考も行ってください」 

選考方法（試験内容）は求人票に記載された内容のみです。求人票に記載のない選考を実施すること

はおやめください。面接を複数回実施する等の場合は、その選考フローを求人票へ記載してください。    

面接にあたっては面接官全員で質問内容等公正採用についての統一を図っておくことが必要です。 
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  「選考結果の通知は7 日以内に学校へ」 

東京都高等学校就職問題検討会議の申し合わせにより、生徒が同時に応募できるのは、9 月中は 1

社、10 月以降2 社までと決められています。生徒は不採用の場合連絡がないと、次の応募もできませ

ん。学校活動と並行しての就職活動にもご理解ください。 

「採用内定は文書で通知を」 

採用内定は、生徒本人・学校の両方へ文書にて内定を通知してください。 

ハローワークへは、「内定状況報告書」により充足状況をお知らせください。 

   「内定後『就職承諾書』以外の書類提出を求めることは禁止です」 

入社日までに、内定者研修、懇談会等を実施すること、レポート提出を求めることなどはおやめくだ

さい。卒業式までは学業優先であることをご理解ください。 

   「公正採用選考をお願いします」 

本人の適性・能力での公正な採用選考を行ってください。    

毎年、面接開始の緊張緩和のため、家族構成、家庭環境、思想信条に関する質問等就職差別につなが

る質問を行った企業が報告されています。 

面接時の好事例等はこちらでご確認いただけます。参考にしてください。 

    公正な採用選考を目指して (mhlw.go.jp) 

【URL】https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/index.html 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ ハローワーク渋谷 スクールコーナー 

【所在地】  〒150-0041 東京都渋谷区神南1-3-5  

【電 話】  03-3476-8609（35＃）【FAX】 03-3476-8660 

【E-mail】 shibuya-school@mhlw.go.jp 

 


